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令和５年度社会福祉法人指導監査の実施状況 

 

法人名・施設名 社会福祉法人尚仁福祉会 

監査の種類 社会福祉法人指導監査 

監査実施日 令和５年９月19日及び10月25日 

実地・書面の別 実地 

監査担当課 鳥取県福祉保健部 ささえあい福祉局 福祉監査指導課 

 

総評 

・業務執行理事の業務執行報告は自ら行うこと。 

・理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する場合、在任監事の過半

数の同意を得ていることを明らかにしておくこと。 

・社会福祉法人会計基準に基づき、適切な会計処理を行うこと。 

 

文書指摘事項 是正・改善状況報告 

１ 業務執行理事は、４か月を超える間隔で２回以上、自

己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない

にもかかわらず、理事長が欠席した業務執行理事の職務

の執行状況報告を行っているものがあった。 

ついては、業務執行理事は、４月を超える間隔で２回

以上、実際に開催した理事会において、自己の職務の執

行状況を自ら報告すること。 

なお、この報告については、法第45条の14第９項によ

り準用される一般法人法第98条に規定する理事会への報

告の省略は適用されないことに留意すること。 

     （法第45条の16第３項、定款第17条第３項） 

 

２ 令和５年６月５日の理事会において、理事会が監事の

選任に関する議案を評議員会に提出するに当たり、在任

監事の過半数の同意を得ていたことが確認できなかっ

た。 

ついては、理事会が監事の選任に関する議案を評議員

会に提出するに当たっては、監事が理事の職務の執行を

監査する立場にあることに鑑み、その独立性を確保する

ため、在任する監事の過半数の同意を得なければならな

いことから、同意書又は理事会の議事録への記載により

同意の事実を残しておくこと。 

（法第43条第３項により準用される一般法人法第72条第

１項） 

 

３ 社会福祉法人の性質から財務状況の高い透明性を確保

する等の目的に、全ての社会福祉法人は社会福祉法人会

計基準省令に従い会計処理を行うことが義務付けられて

いるところ、次のとおり、社会福祉法人会計基準に基づ

かない会計処理が行われていた。 

（１）公益事業（あやめ拠点区分）と社会福祉事業（江

美の郷拠点区分）との間の事業区分間取引である事

業未払金及び事業未収金額 97,000,000 円について、
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内部取引であるにも関わらず相殺消去していなかっ

た。 

 

（２）平成 28 年度に社会福祉事業の江美の郷拠点区分

からあやめ拠点区分に運転資金として繰り入れた事

業区分間繰入金（80,000,000 円）について、返還を

要する性質のものではないにも関わらず、返還金と

してあやめ拠点区分から江美の郷拠点区分へ延べ

32,000,000 円を事業区分間繰入を行っていた。 

 

（３）令和２年度に、江府町との指定管理に関する契

約に基づき、あやめ拠点区分で生じた損失に対して

町から支払われた補填金（36,047,699 円）をあやめ

拠点区分で受け入れるべきところ、社会福祉事業の

江美の郷拠点区分で受け入れていた（令和３年度の

同補填金（17,663,671 円）は、適正にあやめ拠点区

分で受け入れていた。）。 

 

ついては、本項目指摘事項について社会福祉法人会計

基準に基づく適正な修正処理を行うほか、本社会福祉法

人指導監査結果で示す以下の会計管理指摘事項について

も善処した上で、真実な内容を明瞭に表示した計算書類

を作成すること。 

なお、当該修正後にあっては、その修正内容を計算書

類の注記（その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増

減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに

するために必要な書類）に記載すること。 

（会計省令第１条、２条、10 条、11 条） 

（運用上の取扱い２～４、24）（留意事項４～６） 

４ 計算書類と附属明細書との間で、次のとおり 198,000

円の不一致があった。 

（１）法人単位事業活動計算書と国庫補助金等特別積

立金明細書の不一致 

 ・国庫補助金等特別積立金積立額 

法人単位事業活動計算書     198,000 円 

    国庫補助金等特別積立金明細書     0 円 

（２）法人単位貸借対照表と国庫補助金等特別積立金

明細書の不一致 

 （ア）国庫補助金等特別積立金の増減額（当期取崩

額合計） 

・貸借対照表 

（増減額）           11,844,803 円 

   ・国庫補助金等特別積立金明細書 

（当期取崩額合計）      12,042,803 円 

（イ） 国庫補助金等特別積立金の前年度末額（前期

繰越額） 

・貸借対照表 

（前年度末額）        185,371,015 円 
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  ・国庫補助金等特別積立金明細書 

（前期繰越額）        185,569,015 円 

また、法人単位事業活動計算書及び障がい者事業拠点

区分事業活動計算書において、特別増減の部に計上すべ

き国庫補助金等特別積立金積立額がサービス活動増減の

部に 198,000 円計上されており、かつ、施設及び設備の

整備のために国及び地方公共団体等から受領した補助

金、助成金及び交付金等を国庫補助金等特別積立金とし

て積み立てるものであるが、当該補助金等の受入を補助

金事業等収益明細書で確認できなかった。 

ついては、金額の不一致原因及び国庫補助金等特別積

立金積立額 198,000 円の内容を明らかにして報告すると

ともに、計算書類に誤りがあることにより過年度修正の

必要があれば必要な修正を行うこと。 

（運用上の取扱い 9,10 及び 26）（留意事項 15） 

５ 前回監査の口頭指摘を受け、１名であった出納職員に

ついて３名に改善が図られたところであるが、統括会計

責任者については引き続き検討中であった。 

ついては、現状において、会計伝票の処理、予算管理、

寄附金品の受入、支払いの手続き、現金残高確認など日々

の事務処理が経理規程に基づき適正に処理できているか

どうかの検証を速やかに行い、その結果及び統括会計責

任者設置の要否について報告すること。 

（留意事項１（１）） 

 

６ 社会福祉法人会計は、その公益性に鑑み予算準拠主義

が求められるところ、前期末支払資金残高を０円のまま

としていることから、決算上、前期末支払資金残高及び

当期末支払資金残高の予算と決算に大きな差異が生じて

いた。 

ついては、前年度決算が確定後にあっては、前期末支

払資金残高の補正を行うこと。 

（留意事項２（２））（経理規程第 21 条） 

 

 


